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１．議事日程 

 

   （平成１８年第１回安芸高田市議会３月定例会第２４日目） 

 

平成１８年３月２４日 

午後１時３０分開会 

於 安 芸 高 田 市 議 場 
 

日 程 第 １  会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２ 発議第２号 在日米軍再編に伴う、米海軍空母艦載機部隊の岩国基地移駐 

に反対する意見書について 

日 程 第 ３ 議案第５２号 平成１８年度安芸高田市一般会計予算 

日 程 第 ４ 議案第５３号 平成１８年度安芸高田市国民健康保険特別会計予算 

日 程 第 ５ 議案第５４号 平成１８年度安芸高田市老人保健特別会計予算 

日 程 第 ６ 議案第５５号 平成１８年度安芸高田市介護保険特別会計予算 

日 程 第 ７ 議案第５６号 平成１８年度安芸高田市介護サービス特別会計予算 

日 程 第 ８ 議案第５７号 平成１８年度安芸高田市公共下水道事業特別会計予算 

日 程 第 ９ 議案第５８号 平成１８年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会 

計予算 

日程第１０ 議案第５９号 平成１８年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計予算 

日程第１１ 議案第６０号 平成１８年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計予算 

日程第１２ 議案第６１号 平成１８年度安芸高田市コミュニティ・プラント整備事業特 

別会計予算 

日程第１３ 議案第６２号 平成１８年度安芸高田市簡易水道事業特別会計予算 

日程第１４ 議案第６３号 平成１８年度安芸高田市飲料水供給事業特別会計予算 

日程第１５ 議案第６４号 平成１８年度安芸高田市水道事業会計予算 

日程第１６ 議案第３号 安芸高田市事務分掌条例の一部を改正する条例 

日程第１７ 議案第４号 安芸高田市公の施設の指定管理者の指定同意について 

【安芸高田市高宮高齢者生産活動センター設置及び管理条

例ほか６件】 
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日程第１８ 議案第５号 安芸高田市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

日程第１９ 議案第１３号 安芸高田市国民保護協議会設置条例 

日程第２０ 議案第１４号 安芸高田市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部設 

置条例 

日程第２１  議案第１５号 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する

規約の一部を改正する規約 

日程第２２  議案第１６号 安芸高田市人権尊重のまちづくり条例 

日程第２３  議案第１７号 安芸高田市児童館条例 

日程第２４  議案第１８号 安芸高田市放課後児童クラブ条例 

日程第２５  議案第１９号 安芸高田市養護老人ホーム条例の一部を改正する条例 

日程第２６  議案第２０号 安芸高田市向原総合福祉センター条例の一部を改正する条例 

日程第２７  議案第２１号 安芸高田市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する 

条例 

日程第２８  議案第２２号 安芸高田市在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例 

日程第２９  議案第２３号 安芸高田市ふれあいセンターこうだ条例の一部を改正する条

例 

日程第３０  議案第２４号 安芸高田市介護保険条例の一部を改正する条例 

日程第３１  議案第２５号 安芸高田市美土里緑の交流空間設置及び管理条例の一部を改

正する条例 

日程第３２  議案第３６号 安芸高田市向原若者定住環境整備施設設置及び管理条例の一

部を改正する条例 

日程第３３  議案第３７号 安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例の一部を改正す

る条例 

日程第３４  議案第３８号  安芸高田市吉田運動公園設置及び管理条例の一部を改正する 

条例 

日程第３５  議案第３９号 安芸高田市吉田サッカー公園及び吉田温水プール設備及び管

理条例の一部を改正する条例 
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日程第３６  議案第４０号 安芸高田市Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理条例の一部を改

正する条例 

日程第３７  議案第２５号 市道の認定について 

【県道改良により不用となった旧県道の市道認定】 

日程第３８  議案第２６号 市道の廃止について 

【県道昇格による市道の廃止】 

日程第３９  議案第２７号 安芸高田市営住宅条例の一部を改正する条例 

日程第４０  議案第２８号 安芸高田市公共下水道条例の一部を改正する条例 

日程第４１  議案第２９号 安芸高田市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例の一

部を改正する条例 

日程第４２  議案第３０号 安芸高田市農業集落排水処理施設の設置及び管理条例の一部

を改正する条例 

日程第４３  議案第３１号 安芸高田市浄化槽整備施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例 

日程第４４  議案第３２号 安芸高田市コミュニティ・プラントの設置及び管理条例の一

部を改正する条例 

日程第４５  議案第６５号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

日程第４６  議案第６６号 工事請負契約の締結について 

【安芸高田市第２庁舎・総合文化保健福祉施設（仮称）建設

工事】 

追加日程１ 閉会中の継続審査の申し出の承認について 

 
 

２．出席議員は次のとおりである。（２２名） 

１番    明 木 一 悦    ２番    秋 田 雅 朝  

３番    田 中 常 洋    ４番    加 藤 英 伸  

    ５番    小 野 剛 世    ６番    川 角 一 郎 
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７番    塚 本  近    ８番    赤 川 三 郎 

９番    松 村 ユ キ ミ   １０番    熊 高 昌 三 

１１番    青 原 敏 治    １２番    金 行 哲 昭 

１３番    杉 原  洋   １４番    入 本 和 男 

 １５番    山 本 三 郎    １６番     今 村 義 照 

１７番    玉 川 祐 光    １８番    岡 田 正 信 

１９番    渡 辺 義 則    ２０番    亀 岡  等 

２１番    藤 井 昌 之    ２２番    松 浦 利 貞 

    
 

３．欠席議員は次のとおりである（なし） 

 
 

４．会議録署名議員 

    ２０番   亀 岡  等   ２１番   藤 井 昌 之 

 
 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２０名） 

市     長    児 玉 更太郎     助     役    増 元 正 信 

収 入 役    藤 川 幸 典     総 務 部 長    新 川 文 雄 

自治振興部長    田 丸 孝 二     市 民 部 長    廣 政 克 行 

福祉保健部長兼

福祉事務所長    福 田 美 恵 子     産業振興部長    清 水  盤     

建設部長   

兼公営企業部長    金 岡 英 雄     教 育 長    佐 藤  勝   

教 育 次 長    杉 山 俊 之     消 防 長    村 上  紘    
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八千代支所長    平 下 和 夫     美土里支所長    立 川 堯 彦      

高 宮 支 所 長    猪 掛 智 則     甲 田 支 所 長    武 添 吉 丸      

向 原 支 所 長    益 田 博 志     総 務 課 長    高 杉 和 義      

財 政 課 長    垣 野 内  壮     工 事 検 査 員  古 川 信 博 

 
 

６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（５名） 

事 務 局 長  増 本 義 宣    事 務 局 次 長  光 下 正 則 

議事調査係長  児 玉 竹 丸    書 記  国 岡 浩 祐 

 書 記  倉 田 英 治 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 １時３０分 開会 

◯松 浦 議 長   それでは、おはようございます。 

ただいまの出席議員は、２２名であります。 

定足数に達しておりますので、ただちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手許に配布したとおりであります 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○松 浦 議 長   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により議長において、 

２０番 亀岡等君 、２１番 藤井昌之君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２ 発議第２号 在日米軍再編に伴う、米海軍空母艦載 

機部隊の岩国基地移駐に反対する意見書 

○松 浦 議 長   日程第２、発議第２号、在日米軍再編に伴う、米海軍空母艦載機部

隊の岩国基地移駐に反対する意見書の件を議題とします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

１７番 玉川祐光君。 

○玉 川 議 員   在日米軍再編に伴う、米海軍空母艦載機部隊の岩国基地移駐に反対

する意見書についての提案理由の説明を行います。 

日米両政府は、昨年１０月、在日米軍の再編にかかわる内容に合意

し、日本政府は中間報告を発表しましたが、その中で、厚木基地、神

奈川県にある米空母艦載機部隊を岩国基地、山口県に移駐するものと

しています。 

これに対し、岩国市民からは強い反対の声があり、去る３月１２日

に実施された移駐の是非を問う住民投票の結果、投票者の約９割、全

有権者の過半数から反対の意見が示されたところであります。また、

連日の報道で隣接する市からも強い反対の声が示されているのは、皆

さんも御存じのことと思います。 

これまで、広島県北部においては、米軍機の低空飛行などによる騒

音と墜落事故の不安に常に悩まされてきました。現在、岩国基地で行

なわれている滑走路移設工事が完了すれば、既に配備されている米軍

機約４０機に加え、艦載機部隊移設に伴い、新たに少なくとも５７機

の米軍機が配備され日本最大規模となる可能性もあり、今まで以上に

飛行訓練による被害の拡大や、騒音、墜落などの不安が住民に強いら

れるため、岩国基地の機能強化は断じて容認することはできません。 

よって国及び政府におかれましては、米軍空母艦載機部隊の岩国基

地への移駐を行わないよう強く求めるため、意見書を提出するもので

あります。 

何とぞ議員の皆さまのご理解をいただきますようお願いし、提案理
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由の説明といたします。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 
なお、本件に関しては質疑を省略したいと思います。 
ご異議ありませんでしょうか。 

〔異議なし〕 
○松 浦 議 長   異議なしと認め、本件の質疑は省略いたします。 

これより討論に入ります。 
討論ありませんか。 

〔討論なし〕 
○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

お諮りいたします。 
これより発議第２号、在日米軍再編に伴う、米海軍空母艦載機部隊

の岩国基地移駐に反対する意見書の件を、起立により採決いたします。 
本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 
～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３ 議案第５２号 平成１８年度安芸高田市一般会計予 

算 

日程第４ 議案第５３号 平成１８年度安芸高田市国民健康保 

険特別会計予算 

日程第５ 議案第５４号 平成１８年度安芸高田市老人保健特 

別会計予算 

日程第６ 議案第５５号 平成１８年度安芸高田市介護保険特 

別会計予算 

日程第７ 議案第５６号 平成１８年度安芸高田市介護サービ 

ス特別会計予算 

日程第８ 議案第５７号 平成１８年度安芸高田市公共下水道 

事業特別会計予算 

日程第９ 議案第５８号 平成１８年度安芸高田市特定環境保 

全公共下水道事業特別会計予算 

日程第１０ 議案第５９号 平成１８年度安芸高田市農業集落 

排水事業特別会計予算 

日程第１１ 議案第６０号 平成１８年度安芸高田市浄化槽整 

備事業特別会計予算 

日程第１２ 議案第６１号 平成１８年度安芸高田市コミュニ 

ティ・プラント整備事業特別会計予算 

日程第１３ 議案第６２号 平成１８年度安芸高田市簡易水道 

事業特別会計予算 

日程第１４ 議案第６３号 平成１８年度安芸高田市飲料水供 
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給事業特別会計予算 

日程第１５ 議案第６４号 平成１８年度安芸高田市水道事業 

会計予算 

○松 浦 議 長   この際、日程第３、議案第５２号、平成１８年度安芸高田市一般会

計予算から、日程第１５、議案第６４号、平成１８年度安芸高田市水

道事業会計予算までの１３件を一括議題といたします。 
本１３件は、一括して予算審査特別委員会に付託されておりました

ので、委員長の報告を求めます。 
予算審査特別委員長 熊高昌三君。 

○熊高委員長   それでは、平成１８年３月 1 日付で、本委員会に付託された議案の

審査の結果を、次のとおり報告します。 
付託されました議案第５２号、平成１８年度安芸高田市一般会計予

算から、議案第６４号、平成１８年度安芸高田市水道事業会計予算ま

での１３件の議案につき、３月１３日から３月２２日の１０日間、特

別委員会を開催し、市長、助役、収入役及び教育長並びに、関係部局

の部課長等の出席を求め慎重に審査を重ねました。 
歳入につきましては、景気の回復の兆しが依然見えないため、税収

入の回復が困難と予想されることや、三位一体の改革による国庫補助

負担金の削減や、地方交付税制度の見直しにより、安定した財源確保

が不透明な状況が続くため、一般会計においては、予算総額が８.９％

の減少、特別会計においては、介護サービス特別会計が新設されたに

もかかわらず、６％の減少と厳しい予算編成となっています。 
歳出につきましては、合併前の旧町時代の起債の元金償還が始まる

ため、公債費は増大し、義務的経費の占める割合が５０％になります

が、今後、第２庁舎・総合文化保健福祉施設や、葬斎場の建設に伴う

合併特例債の使用により、ますます増えることが予想されます。執行

部からは、昨年度に引き続き、人件費の圧縮や事務事業の改善を含め

た効率的な行政運営により、一層経費削減に努めると答弁をいただき

ました。 
また、補助金の削減については、今後は一律ではなく審査会を設置

し、その審査により活動内容に応じた対応を行う、との評価できる答

弁がありましたが、補助金においても費用対効果を明らかにして、市

民や団体の理解がいただける運用の中で、行政もともに痛みを共有し

ていくため、人件費などのさらなる圧縮はもとより、非常勤特別職な

どを含めた職員の資質の向上を図り、さらに、すべての事業において

貴重な予算の執行であることを肝に銘じ、その痛みの先に何が開け、

事業が将来の何につながるのかを展望を明らかにし、生きた使い方を

されますよう強く望みます。 
特に、少子化対策は、本市にとって喫緊の課題であり、若者定住対

策、農業対策、経済対策等は相関関係も深く、市内全域を視野に入れ、

総合的な見地に立った予算執行により、それぞれの事業が相乗効果を
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生むような平成１８年度の施策実行を重ねて望むものです。 
最後に本市、行政改革推進大綱及び行政改革推進実施計画に基づい

た改革を、強く進めることを併せて要望いたします。 
審査の結果につきましては、付託されました議案第５２号、平成１

８年度安芸高田市一般会計予算から、議案第６４号、平成１８年度安

芸高田市水道事業会計まで、１３件の予算案について採決いたしまし

た結果、すべて原案のとおり可決すべきものと決しました。 
なお、執行部におかれましては、本予算審査特別委員会で指摘され

た点につき、真摯に受け止めていただき、今後の事務執行において、

十分反映されますようお願いいたしまして報告といたします。 
○松 浦 議 長   お諮りいたします。 

この際、委員長報告に対する質疑を省略したいと思います。 
これにご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 
○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、質疑は省略いたします。 

これより討論に入ります。 
まず、本１３件に対する反対討論の発言を許します。 

○岡 田 議 員   議長。 
○松 浦 議 長   １８番 岡田正信君。 
○岡 田 議 員   １８番、岡田正信です。 

委員長報告は、すべて原案どおりと可決というふうに報告されたわ

けです。それには、問題ありませんけども第５２号、平成１８年度安

芸高田市一般会計予算、この議案について、私は反対討論を行うもの

であります。 
確かに、税収面では厳しい状況の中であり、それから歳出面もそれ

なりに苦慮されたことはうかがえるわけでありますが、１０日間にわ

たっての審査の中で一般会計の２０７億６千万円というのは、非常に

まあ、市民にとっては重要な予算であることは承知であります。特別

会計への持ち出し、すべて住民に対するいろいろな面での予算が配分

されたわけですが、中でも、今年のこういう厳しい中で、予算編成に

あたっての、この私が予算審査の中でうかがえたことは、あまりにも

その厳しい中であっても、その末端の住民の付託に答える予算編成が、

十分なされてないことは随所にうかがわれたことがひとつあります。

例えば、美土里町の校舎の跡地。小学校の、４校の。跡地を特例債で

１億２千万円余りのものを計上されておりますけども、予算審査の中

では、これは市長のお話にもありましたように、合併前には知らなか

ったということもありまして、当時旧町時代には１億円が約束された

と、ですが財源が厳しいから３千万円と。３千万円に計上した数字が

１億２千万円にならんわけですね。横田の小学校については、まだ合

意はしてないからできないだろうと。予算編成されたときは、そのぶ

んも含まれたとうかがえますけども、いよいよこの予算を我々に掲示
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されたときには、そういうことはつかんであったわけですから、今年

にはできないんではないかということも含まれていると。厳しいと言

いながらも特例債ならいいんじゃないかと、いうところはひとつはう

かがえる。 
２つ目にはですね、前年度予算にも私は指摘しましたけども、この

同和対策事業というのは、もう既に法律上なくなっている、法律はな

いわけですね。ですから、近隣町村でも部落解放同盟への正式には部

落解放同盟広島県連合会安芸高田市協議会、これへの団体補助金が本

年度も削られてはおります。確かに昨年度は減らされておりますけど

も、この運動団体いうのは、依然として旧態の部落解放同盟の運動団

体を継承しております。これまでに、部落解放同盟の合併前にあった

運動団体が安芸高田市にそのまま移行されまして、ならばどういう立

場に立って運動掲げておるかということが重要であります。 
行政の方々、あるいはいろんな方面でのこの解放とは言いながらで

すね、解放とは私から言わせれば、逆行の方向の運動をされた団体で

あります。これが、予算が少なくなったと言いましても、依然として

８００万円余り計上されておる。しかも前年度の運動方針は、立派な

もん、立派いうか予算の使い方とかいうのは運動方針掲げております

けども、細微にあたっての旅費の使い方、あるいは研修に行ったとこ

の領収書等々、準備されてないわけです。そういうところにですね、

昨年よりは減ったからと言っても８００万円、私は認めるわけにはい

かんわけでございます。 
さらに、これは後ほど出てきますけども、解放団体の運動の方針に

掲げている条例を制定するということも、この運動団体には重い課題

を背負っての課題と言いますか、運動団体としての方針を掲げての条

例が制定されます。しかるによって、私はこの８００万円が非常に安

芸高田市には一般会計に示す金額は少なくても、将来の安芸高田市に

は大きな汚点を残すということでの、反対討論をいたすものでありま

す。 
以上で終わります。 

○松 浦 議 長   次に、本１３件に対する賛成討論の発言を許します。 
１６番 今村義照君。 

○今 村 議 員   それでは、賛成討論をいたします。 
私は、一般会計を特に今回この本予算案の賛成の立場で討論をした

いと思います。 
原則的には、今年度のこの予算案がベストであるというふうには考

えられませんが、ベターな予算であるというふうに受け止めておりま

す。 
現在、当市におかれている厳しい財政需要下にあって、住民の全て

が満足する予算を編成することは不可能であることは、誰でも理解で

きるところでございます。財源が乏しいだけに行政サービスの大幅な
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拡大は望めませんが、このような中にあって保健・医療・福祉の充実

のために、市民が健康づくりを重点施策として進める事業展開は、今

後の市民生活にとっては明るい展望すら覚えるわけです。人輝く 安

芸高田のまちづくりの柱として、行政改革大綱及び行財政改革実施計

画の趣旨を規定におきまして、中でも今回、行政評価導入への目が具

体的に予算化されて、近い将来政策評価、行政評価、あるいは目標管

理制度の導入が、元来の趣旨である住民ニーズを指標化し、住民と行

政と共通認識の中で共有して初めて意味のあるものでございます。ま

さに行政と住民がともに汗をして、まちづくりや各種事業の推進につ

ながる予算であるというふうに思うわけでございます。 
これまでの特別調査委員会でも、各部、各課において試行的ではあ

りますが、目標管理制度の導入についても明言をされております。そ

のことは職員のコスト意識及び士気の高揚につながるものとして、大

いに評価するものでございます。 
先の反対討論の中で、人権推進のまちづくり条例、あるいは同和問

題での反対意見を主とする反対意見がございましたが、これも関連的

なとらえ方での先取り危機感と私は思うわけです。この問題が従来の

ような許容的な普及及び啓発活動は許されないわけですが、本来の基

本的人様を核として、何人からも侵されることのない人権の確保と、

市民生活における人間としての義務感を考えながら、誰でも自分らし

く生き生きと暮らせる社会、これを目指す観点から、人権推進事業を

市民とともに行政を進めることが肝要でございます。この考え方は、

その意図をくみ取るものと解釈するわけでございます。 
次に、行財政改革の視点や事業効率の観点から、人的業務委託、各

種団体への補助事業、給食調理場新設計画基本計画など、精査あるい

は見直しの方向性も示されておりまして、指定管理制度も地域活性化

策をひとつの目途として、事業展開を期待するものでございます。 
安全で快適な生活環境づくりのために、地域と連携した安全なまち

づくりの推進、長年の課題でありました市北部地域での救急体制の分

駐施設整備事業、これらは市民の安心、安全のために寄与し、まちづ

くりの協働のための市民活動保険の導入とあいまって、市民活動の裏

づけが図られた点で、さらなる行政と市民との協働のまちづくりに貢

献するものだというふうに考えるわけでございます。係る観点から、

本予算案をより合併効果を高めるための予算の執行を期待して、本案

に賛成するものでございます。 
以上で終わります。 

○松 浦 議 長   他に討論はありませんか。 
〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結します。 
これより採決を行います。 
ただいま議題となっております１３議案中、議案第５２号につきま
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しては反対討論もありましたので個別採決といたし、その他の議案に

ついては一括して採決いたしたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 
〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、さよう取り計らいます。 
まず、議案第５２号、平成１８年度安芸高田市一般会計予算の件を、

起立により採決いたします。 
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 
本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求

めます。 
〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 
よって、本件は、原案のとおり可決をされました。 
続いて、議案第５３号、平成１８年度安芸高田市国民健康保険特別

会計予算から、議案第６４号、平成１８年度安芸高田市水道事業会計

予算までの１２件を、一括して起立により採決いたします。 
本１２件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 
本１２件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 
〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。    
よって、本１２件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１６ 議案第３号 安芸高田市事務分掌条例の一部を改 

正する条例 

日程第１７ 議案第４号 安芸高田市公の施設の指定管理者の 

指定同意について【安芸高田市高宮高齢者生産活 

動センター設置及び管理条例ほか６件】 

日程第１８ 議案第５号 安芸高田市個人情報保護条例の一部 

を改正する条例 

日程第１９ 議案第１３号 安芸高田市国民保護協議会設置条 

例 

日程第２０  議案第１４号 安芸高田市国民保護対策本部及び 

緊急対処事態対策本部設置条例 

○松 浦 議 長   続いて日程第１６、議案第３号、安芸高田市事務分掌条例の一部を

改正する条例の件から日程第２０、議案第１４号、安芸高田市国民保

護対策本部及び緊急対処事態対策本部設置条例の件までの５件を一括

議題といたします。 
本５件は、一括して総務企画常任委員会に付託されておりましたの

で、委員長の報告を求めます。 
総務企画常任委員長 熊高昌三君。 
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○熊高総務企画常任委員長   報告いたします。平成１８年３月２日付で、総務企画常任委員会に

付託されました、議案の審査の結果を報告いたします。 
付託されました議案第３号、安芸高田市事務分掌条例の一部を改正

する条例から、議案第５号、安芸高田市個人情報保護条例の一部を改

正する条例及び議案第１３号、安芸高田市国民保護協議会設置条例、

議案第１４号、安芸高田市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本

部設置条例の５件の議案につきまして、３月３日、１４日に関係部課

長等の出席を求め審査を行いました。 
審査の結果、いずれの議案も、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 
なお、議案第４号、安芸高田市公の施設の指定管理者の指定同意に

ついての審査において、指定管理者の指定については、本市の進める

住民自治を中心とした地域活性化につながるよう、市民や地元企業に

幅広く周知徹底を図り公募すること。公正を期し、優れた管理者を選

定すること。地域振興会や地元を中心に、受け皿となる法人の育成を

指導することを、今後の課題として検討いただきたいといった意見が

ありました。 
執行部におかれましては、本総務企画常任委員会で指摘された点を

真摯に受け止めていただき、今後の事務執行において十分反映されま

すよう望み報告を終わります。 
○松 浦 議 長   お諮りいたします。 

この際、委員長報告に対する質疑を省略したいと思います。 
これに、ご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 
○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、質疑は省略いたします。 

これより討論に入ります。 
まず、本５件に対する反対討論の発言を許します。 

〔反対討論なし〕 
○松 浦 議 長   ありませんか。 

続いて、賛成討論の発言を許します。 
〔賛成討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認めます。 
これをもって、討論を終結いたします。 
これより採決を行います。 
ただいま議題となっております５議案については、一括して採決い

たしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認め、さよう取り計らいます。 
議案第３号、安芸高田市事務分掌条例の一部を改正する条例から、

議案第５号、安芸高田市個人情報保護条例の一部を改正する条例まで、

議案第１３号、安芸高田市国民保護協議会設置条例及び議案第１４号、
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安芸高田市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部設置条例の５

件を、一括して起立により採決いたします。 
本５件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 
本５件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 
〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。   
よって、本５件は、原案のとおり可決をされました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２１  議案第１５号 地方公共団体の特定の事務の郵 

便局における取扱いに関する規約の一部を改正 

する規約 

日程第２２  議案第１６号 安芸高田市人権尊重のまちづく 

り条例 

日程第２３  議案第１７号 安芸高田市児童館条例 

日程第２４  議案第１８号 安芸高田市放課後児童クラブ条 

例 

日程第２５  議案第１９号 安芸高田市養護老人ホーム条例 

の一部を改正する条例 

日程第２６  議案第２０号 安芸高田市向原総合福祉センタ 

ー条例の一部を改正する条例 

日程第２７  議案第２１号 安芸高田市老人デイサービスセ 

ンター条例の一部を改正する条例 

日程第２８  議案第２２号 安芸高田市在宅介護支援センタ 

ー条例の一部を改正する条例 

日程第２９  議案第２３号 安芸高田市ふれあいセンターこ 

うだ条例の一部を改正する条例 

日程第３０  議案第２４号 安芸高田市介護保険条例の一部 

を改正する条例 

日程第３１  議案第３５号 安芸高田市美土里緑の交流空間 

設置及び管理条例の一部を改正する条例 

日程第３２  議案第３６号 安芸高田市向原若者定住環境整 

備施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 

日程第３３  議案第３７号 安芸高田市社会体育施設等設置 

及び管理条例の一部を改正する条例 

日程第３４  議案第３８号  安芸高田市吉田運動公園設置及 

び管理条例の一部を改正する条例 

日程第３５  議案第３９号 安芸高田市吉田サッカー公園及 

び吉田温水プール設備及び管理条例の一部を改 

正する条例 

日程第３６  議案第４０号 安芸高田市Ｂ＆Ｇ海洋センター 
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設置及び管理条例の一部を改正する条例 

○松 浦 議 長   続いて、日程第２１、議案第１５号、地方公共団体の特定の事務の

郵便局における取り扱いに関する規約の一部を改正する規約から、日

程第３６、議案第４０号、安芸高田市Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管

理条例の一部を改正する条例までの１６件を一括議題といたします。 
本１６件は、一括して文教厚生常任委員会に付託されておりました

ので、委員長の報告を求めます。 
文教厚生常任委員長 今村義照君。 

○今村文教厚生常任委員長   ご報告を申し上げます。 
平成１８年３月２日に付託されました議案第１５号、地方公共団体

の特定の事務の郵便局における取り扱いに関する規約の一部を改正す

る規約から、議案第２４号、安芸高田市介護保険条例の一部を改正す

る条例まで１０件、議案第３５号、安芸高田市美土里緑の交流空間設

置及び管理条例の一部を改正する条例から、議案第４０号、安芸高田

市Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理条例の一部を改正する条例までの

６件、計１６件の議案につきまして、３月６日及び１５日に関係部局

の部課長等の出席を求め、慎重に審査をいたしました。 
いずれも、原案のとおり可決すべきものと決しました。 
議案第１６号、安芸高田市人権尊重のまちづくり条例につきまして

は、質疑が不十分であったという全委員の総意により、補充質疑をす

ることに決しました。この条例は、あらゆる人権を守っていくという

意味の条例であること、また、現在残っている同和対策に係る援護資

金については、平成１９年度末には、すべて廃止するという答弁を受

けました。また、審議会の運営につきましては、市としての人権推進

のあり方、また、人権侵害に対しての考え方を審議していただくとい

う答弁を受け、この条例が市、行政側の押しつけではなく、住民側に

とって良い条例であったという運営を要望する意見もございました。 
その後、討論においては、あらゆる人権を守っていくという目的で

あり、市民１人１人の人権尊重の理念の普及と定着を図るためにも必

要という意見があり、賛成多数で可決をいたしました。 
また、１名の委員から、条例には同和問題という文言はないが、基

本指針の主要課題に同和問題という文言があり、同和問題を人権と同

等に取り入れているということから、反対という意見もございました。 
なお、執行部におかれましては、本文教厚生常任委員会で指摘され

ました点につき、真摯に受け止めていただき、今後の事務執行におい

て、十分反映されるよう望み報告を終わります。 
以上でございます。 

○松 浦 議 長   お諮りいたします。 
この際、委員長報告に対する質疑を省略したいと思います。 
これにご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 
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○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、質疑は省略いたします。 
これより討論に入ります。 
まず、本１６件に対する反対討論の発言を許します。 

○岡 田 議 員   議長。 
○松 浦 議 長   １８番 岡田正信君。 
○岡 田 議 員   １８番、岡田でございます。 

議案１６号については、委員長が報告しましたように、委員会では

そのような状況でありました。今、委員長報告にありましたように、

人権条例には同和問題は、このあとの指針の中に出てくるから云々と

報告ありました。２度にわたっての審査、不十分ということで２日に

わたって行われたいうことも表明されました。この中で、人権条例を

制定するにあたって現在残っておる援護支援が云々という下りがあり

ました。もちろんこの問題は、この問題です。人権条例とはまったく

違う正確のもんですね。あえてそのことをこの委員会に出されたとい

うことが、どういうことがか裏づけられるんじゃないですか。同和問

題が中心だということは、ひとつはうなずけられるんですね。 
先ほど一般会計のところに私、反対討論に立ったところで述べまし

たように、部落解放同盟のこれまでの運動がどうであったかというこ

とを総括してないんです。で、運動方針にも条例をこの行政に定める

ようにという運動方針がかけられる。言うなれば、この条例を制定さ

れたら、この人権問題と同和問題を同一して運動をするという、人権

問題と差別の問題とは次元の違うことですね。で、女性問題、老人問

題、さらには障害者問題の人権、障害者の人権、女性の人権、高齢者

の人権、こういう人権問題とされておる中に、同和問題という行政用

語が入るわけです。条例にはありませんけど、最後の下りに市長はこ

の条例のいかにかかわらず必要かにおいては云々という下りもありま

す。私は、このよく名は体をあらわす言うんですが、この条例はその

反対を言っておるんですね。条例を設けることによって次は、何かを

するかということが資料に書いてあるわけですから、私はこの条例に

ついて、同和問題がまた復活する、以前のような運動団体にどうのこ

うのと糾弾を受けるとか、あるいはこの問題がまた持ち上がってくる

とか、将来にわたって人権問題ひとつでやらなくちゃならないことを、

安芸高田市は同和問題を残すことになるんです。よって反対するもの

であります。 
○松 浦 議 長   次に、本１６件に対する賛成討論の発言を許します。 

〔賛成討論なし〕 
○松 浦 議 長   討論ありませんか。 

〔討論なし〕 
○松 浦 議 長   はい、討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 
ただいま議題となっております１６議案中、議案第１６号につきま
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しては反対討論もありましたので個別採決といたし、その他の議案に

ついては一括して採決いたしたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 
〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認め、さよう取り計らいます。 
まず、議案第１６号、安芸高田市人権尊重のまちづくり条例の件を

起立により採決いたします。 
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 
本件は、委員長の報告のとおり決することに、賛成の諸君の起立を

求めます。 
〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 
よって、本件は、原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第１５号、地方公共団体の特定の事務の郵便局におけ

る取り扱いに関する規約の一部を改正する規約及び議案第１７号、安

芸高田市児童館条例から議案第２４号、安芸高田市介護保険条例の一

部を改正する条例まで、議案第３５号、安芸高田市美土里緑の交流空

間設置及び管理条例の一部を改正する条例から、議案第４０号、安芸

高田市Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理条例の一部を改正する条例ま

での１５件を、一括して起立により採決いたします。  
本１５件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 
本１５件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 
〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。    
よって、本１５件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３７  議案第２５号 市道の認定について【県道改良 

により不用となった旧県道の市道認定】 

日程第３８  議案第２６号 市道の廃止について【県道昇格 

による市道の廃止】 

日程第３９  議案第２７号 安芸高田市営住宅条例の一部を 

改正する条例 

日程第４０  議案第２８号 安芸高田市公共下水道条例の一 

部を改正する条例 

日程第４１  議案第２９号 安芸高田市下水道事業受益者負 

担金及び分担金徴収条例の一部を改正する条例 

日程第４２  議案第３０号 安芸高田市農業集落排水処理施 

設の設置及び管理条例の一部を改正する条例 

日程第４３  議案第３１号 安芸高田市浄化槽整備施設の設 

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 
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日程第４４  議案第３２号 安芸高田市コミュニティ・プラ 

ントの設置及び管理条例の一部を改正する条例 

○松 浦 議 長   続いて、日程第３７、議案第２５号、市道の認定についての件から

日程第４４、議案第３２号、安芸高田市コミュニティ・プラントの設

置及び管理条例の一部を改正する条例の件まで、８件を一括議題とい

たします。 
本８件は、一括して産業建設常任委員会に付託されておりましたの

で、委員長の報告を求めます。 
産業建設常任委員長 渡辺義則君。 

○渡辺産業建設常任委員長   産業建設常任委員会に付託された案件についてご報告申し上げます。

平成１８年３月２日付で、産業建設常任委員会に付託されました、 
議案の審議の結果を報告いたします。 
付託されました議案第２５号、市道の認定について、県道改良に 

より不用となった旧県道の市道認定から、議案第３２号、安芸高田市

コミュニティ・プラントの設置及び管理条例の一部を改正する条例の

８件の議案につきまして、３月７日に関係部課長等の出席を求め、慎

重に審査を行いました。 
議案第２６号、市道の廃止についてでは、県の移譲を受けての県道

と市道の維持管理の違いや、市道認定の見直しについての質疑要望等

がありました。その中で特に、市道認定については、合併後２年間で

道路台帳の整備がほぼ完了したので、早急に幹線道路の見直しなど、

あわせて市道整備の推進を図るとの答弁がありました。 
審査の結果は、いずれの議案も原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 
執行部におかれましては、本産業建設常任委員会で出されました指

摘・要望事項を真摯に受け止めていただき、今後の事務執行において

十分反映されますよう望み報告を終わります。 
○松 浦 議 長   お諮りいたします。 

この際、委員長報告に対する質疑を省略したいと思います。 
これにご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 
○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、質疑は省略いたします。 

これより討論に入ります。 
まず、本８件に対する反対討論の発言を許します。 
討論ありませんか。 

〔討論なし〕 
○松 浦 議 長   討論なしと認めます。 

これをもって、討論を終結いたします。 
これより採決を行います。 
ただいま議題となっております８議案については、一括して採決い

たしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
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〔異議なし〕 
○松 浦 議 長   異議なしと認めさよう取り計らいます。 

これより議案第２５号、市道の認定についてから、議案第３２号、

安芸高田市コミュニティ・プラントの設置及び管理条例の一部を改正

する条例までの８件を、一括して起立により採決いたします。  
本８件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 
本８件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 
〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。    
よって、本８件は、原案のとおり可決をされました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４５ 議案第６５号 辺地に係る公共的施設の総合整備 
計画の策定について 

○松 浦 議 長   日程第４５、議案第６５号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の策定についての件を議題といたします。 
この際、議案の朗読を省略いたします。 
提出者から提案理由の説明を求めます。 
市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第６５号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につい

て。 
本案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措

置等に関する法律、第３条第１項の規定に基づきまして、高宮町島之

尾辺地に係わります現在工事中の林道天王山線の開設事業に伴い、辺

地総合計画を策定することによって議会の議決を求めるものでござい

ます。 
以上よろしく審議の上、適当なる議決をいただきたいと思います。 

○松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 
この際、担当部長から要点の説明を求めます。 
自治振興部長 田丸孝二君。 

○田丸自治振興部長   それでは、議案第６５号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

策定について要点のご説明をいたします。 
島之尾地区辺地総合整備計画におきましては、旧高宮町におきまし

て平成１２年の９月定例議会で、議案第８０号により議決をいただき、

平成１４年度より事業を実施してまいったとこでございます。本計画

は、平成１４年度から平成２２年度で林道開設１キロメートル、幅員

４メートルを総事業費２億円で整備する計画であります。林業におけ

ます、保育作業の軽減化を図るとともに下船木地域と高北地区広域農

道との拙速による生活利便性の向上に寄与することを目的としており

ます。辺地総合計画は、５年間を一区切りとする計画でございますの

で、財源に辺地債を充当するものであるため、前回の計画、この計画



 298

は平成１２年から平成１６年度の期間でありましたが、これに引き続

き平成１７年度から平成２１年度までの５年間について計画策定をす

るものでございます。５年間の総事業費は１億２，６００万円で、６，

３００万円の辺地債を予定しておるものでございます。 
以上でございます。 
なお、お手元の方に議案第６５号で、安芸高田市内の辺地の状況に

つきまして、資料をお届けしておりますのでご覧をいただきたいと思

います。 
○松 浦 議 長   以上で、要点説明を終わります。 

これより質疑を行います。 
質疑ありませんか。 

〔質疑なし〕 
○松 浦 議 長   質疑ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 
本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 
これにご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 
○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 
〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 
お諮りいたします。 
これより議案第６５号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策

定についての件を、起立により採決いたします。 
本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
○松 浦 議 長   起立多数であります。    

よって、本件は原案のとおり可決されました。 
～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４６ 議案第６６号 工事請負契約の締結について【安 
芸高田市第２庁舎・総合文化保健福祉施設（仮称 
）建設工事】 

○松 浦 議 長   日程第４６、議案第６６号、工事請負契約の締結について、安芸高

田市第２庁舎・総合文化保健福祉施設、仮称、建設工事の件を議題と

いたします。 
この際、議案の朗読を省略いたします。 
提出者から、提案理由の説明を求めます。 
市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第６６号、工事請負契約の締結について、安芸高田市第２庁舎・

総合文化保健福祉施設、仮称、建設工事。 
本案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に
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関する条例、第２条の規定に基づき、安芸高田市第２庁舎・総合文化

保健福祉施設、仮称の建設工事を前田建設工業、砂原組及び山陽工業

で組織する安芸高田市第２庁舎・総合文化保健福祉施設建設工事共同

企業体と工事請負契約を締結することによって、議会の議決を求める

ものでございます。 
以上、よろしくお願い申し上げます。 

○松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 
この際、担当部長から要点の説明を求めます。 
自治振興部長 田丸孝二君。 

○田丸自治振興部長   それでは、安芸高田市第２庁舎・総合文化保健福祉施設、仮称の建

設工事に伴います工事請負契約の締結において、要点のご説明を申し

上げます。 
安芸高田市第２庁舎・総合文化保健福祉施設、仮称の建設工事の発

注につきましては、請負対象設計金額が１０億円以上の工事となりま

すことから、本市が定めております条件つき一般競争入札事務処理要

網に基づき、条件つき一般競争入札とするとともに、本工事が大規模

工事であることから、工事の円滑で安定的かつ適正な施工を確保する

ため、共同企業体方式を採用したところであります。２月の２０日に

入札の公告を行い、２月の２２日に共同企業体結成等に関する説明会

を開催し、工事概要をはじめ、入札手続等について説明するとともに、

３月３日を期限に入札参加希望を求めたところ、８共同企業体から入

札参加の意志表示がございました。 
これらの共同企業体の入札参加資格について審査したところ、いず

れの企業体も参加資格がございましたので、その旨、結果通知をいた

し、入札日も３月２３日と定め、準備を進めておりました。ところが、

議員各位も御承知のとおり、防衛施設庁発注の建設工事に関して、東

京地検特捜部が平成１８年３月１４日、大手建設会社８社の営業担当

者を競売入札妨害の罪で略式起訴いたしました。 
したがいまして、本市といたしましては建設業者等指名除外要網に

該当するため、関係した建設会社を３月２７日から７月１６日までの

４ヵ月間、指名除外とする措置を講じたところであります。このこと

により、今回この工事に入札参加することとなっておりました８共同

企業体のうち３共同企業体にこれら指名除外の建設業者が加わってお

りますので、これらの共同企業体につきましては、入札から除外をい

たしました。また、今回の指名除外措置とは関係ございませんけども、

１共同企業体は入札参加を辞退しましたので、最終的には４共同企業

体による入札を昨日３月２３日に執行したところであります。 
その結果、前田建設工業株式会社、株式会社砂原組及び山陽工業株

式会社で組識する共同企業体が、３３億７，８９０万円で落札決定い

たしました。 
なお、予定価格は３６億７，５００万円でございましたので、落札
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率は９１．９％という結果であります。また、工期につきましては、

議会の議決の翌日から平成１９年８月３１日までとなっております。 
お手元に資料、工事請負契約の締結についてということでお届けを

しておりますが、工事概要につきましては、ご覧をいただきたいと思

います。 
２番目の入札参加希望者提出者ということで、１番から８番までの

共同企業体名をしとります。で、備考欄に入札参加資格取消というふ

うに付記しておりますのが、いわいる防衛庁の入札にかかわっての、

資格を停止したものでございます。それから８番目の一番下でござい

ますが、これが入札参加希望書取り下げということで、辞退をした企

業でございます。 
以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で、要点説明を終わります。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 
○松 浦 議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって、質疑を終結いたします。 
お諮りします。 
本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異

議ございませんか。 
〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、これより討論に入ります。 
討論はありませんか。 

〔討論なし〕 
○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

お諮りいたします。 
これより議案第６６号、工事請負契約の締結について、安芸高田市

第２庁舎・総合文化保健福祉施設、仮称、建設工事の件を、起立によ

り採決いたします。 
本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決をされました。 
お諮りいたします。 
ただいま議会運営委員長及び各常任委員長から、所管事務調査につ

いては、会議規則第１０２条の規定により閉会中も引き続き継続審査

したい旨の申し出がありました。 
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 
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○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 
よって、この際、閉会中の継続審査の申し出の承認についてを日程

に追加し、議題とすることに決定いたしました。 
～～～～～～～～◯～～～～～～～ 

追加日程第１ 開会中の継続審査の申し出の承認について 
○松 浦 議 長   追加日程第１、閉会中の継続審査の申し出の承認についての件を議

題といたします。 
お諮りいたします。 
議会運営委員長及び各常任委員長からの、閉会中の継続審査の申し

出については、これを承認することにご異議ありませんか。 
〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 
よって、閉会中の継続審査の申し出については、これを承認するこ

とに決しました。 
以上をもって、本定例会に付議されました案件の審査は、すべて終

了いたしました。 
これにて、平成１８年、第１回安芸高田市議会定例会を閉会いたし

ます。 
ご苦労様でした。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～ 

午後 ２時２５分 閉会 
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